
災害時における被災者支援に関する協定書 

 

 狭山市（以下「甲」という。）と埼玉県行政書士会（以下「乙」という。）は、災害

時における被災者支援に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、狭山市内で地震災害、大雨災害、風災害、雪害等の自然災害並び

に火災等の人為災害（大規模事故）が発生した場合（以下「災害時」という。）にお

いて、被災者支援のための行政書士が関与できる業務相談（以下「行政書士業務相談

」という。）を相互に協力して実施することに関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（行政書士業務相談） 

第２条 この協定において「行政書士業務相談」とは次に掲げる事項とする。 

 （１）罹災証明書申請書類に関する相談 

 （２）自動車登録申請書類に関する相談 

 （３）相続関係書類に関する相談 

 （４）許認可申請書類に関する相談 

 （５）権利義務・事実証明関係書類に関する相談 

 （６）その他行政書士法に定める業務に関する相談 

 

（相談対象） 

第３条 行政書士業務相談を受けることができる者は、以下のとおりとする。 

（１）災害により被害を受けた狭山市内在住者（企業その他の団体等を含む。） 

（２）災害により狭山市外から同市内に避難した者 

（３）前各号の者の親族、介護者又は現に支援に当たっている者で甲又は乙が必要

と認めたもの 

 

（支援業務の要請） 

第４条 甲は、災害時において、被災者支援のため甲が必要と認める場合は、乙に対し

て前条に規定する行政書士業務相談の実施を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として災害時支援要請書（別記様式）により行うも

のとする。ただし、緊急を要するときは電話、ファクシミリ等の方法により行い、後

日速やかに災害時支援要請書を送付するものとする。 

 

（行政書士の派遣） 

第５条 乙は、前条第１項の規定により要請を受けた場合、速やかに乙の会員の中から

行政書士業務相談に従事する者を選定し、派遣するものとする。 

 

 



 

（相談場所の調整及び広報） 

第６条 甲は、災害時において乙に協力の要請をする際には、被災者支援のための行政

書士業務相談を実施する場所の調整及び支援活動の広報等に努めるものとする。 

 

（報告） 

第７条 乙は、行政書士業務相談を実施した場合において、甲から報告を求められた時

は、行政書士業務相談の実施状況その他必要な事項について書面により報告するもの

とする。 

 

（費用） 

第８条 行政書士業務相談は無料とし、被災者からは報酬を受け取らないものとする。 

２ 行政書士業務相談の実施に必要な人件費等の経費は、乙が負担するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間の

１か月前までにこの協定の解除又は変更について、甲及び乙のいずれからも何らの意

思表示がないときは、この協定は更に１年間延長されるものとし、その後においても

同様とする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた事項については、甲

と乙とが協議して定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

  平成３０年 ３月１３日 

 

           甲 埼玉県狭山市入間川１丁目２３番５号浦和区常盤六丁 

              狭山市 

              狭山市長      小谷野  剛 

 

 

           乙 埼玉県さいたま市浦和区仲町３丁目１１番１１号 

              埼玉県行政書士会 

              会長        荒 岡 克 巳 

 


